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令和 4 年度佐賀市決算に基づく財政健全化判断比率  

及び資金不足比率の審査意見について  

 

地 方 公共団体の財政 の健全化に関する法 律第 3 条 第 1 項 及 び 第 22 条 第 1

項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 5 年 7 月 18 日 付 け 佐 市 財 第 78 号 で 審 査 に 付 さ れ た

令 和 4 年 度 佐 賀 市 決 算に基づく財政健全 化判断比率及び資金 不足比率 に つ い

て 審 査 し た 結 果 、 次 の と お り 意 見 を提出 します。  
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令和４年度佐賀市各会計決算に基づく健全化判断比率審査意見 

 

第１ 審査の対象 

令和 4 年度佐賀市各会計決算に基づく健全化判断比率 

 

第２ 審査の期間 

   令和 5 年 7 月 18 日から令和 5 年 8 月 17 日まで 

 

第３ 審査の方法 

健全化判断比率の審査に当たっては、健全化判断比率及びその算定基礎事項を記

載した書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及びその他の関係法令等

に従い適正に算定され、作成されているかについて、関係諸帳簿及び証拠書類の照合

を行い、関係者に説明を求めるとともに、決算審査の結果も考慮して審査を行った。 

 

第４ 審査の結果 

    審査に付された健全化判断比率及びその算定基礎事項を記載した書類は、いずれ

も関係法令等に従い適正に算定され、作成されているものと認められた。 

※｢－｣は、該当数値がないことを意味する。 

※「ポイント」は、前年度の％との比較を示したものである。 

 

第５ 比率別の状況 

 

 １ 実質赤字比率 

実質赤字比率は、実質収支が黒字のため、前年度に続き算定されない。 

なお、比率は次の算式による。 

 

 

 
                  一般会計等の実質赤字額 

実質赤字比率（％）＝               × 100 
                     標準財政規模 
 
 

健全化判断比率の状況 （単位：％、ポイント）

区　分 令和4年度 令和3年度 増減(ポイント） 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 － － － 11.25

連結実質赤字比率 － － － 16.25

実 質 公 債 費 比 率 2.0 1.7 0.3 25.0

将 来 負 担 比 率 － － － 350.0
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また、実質赤字比率算出のための数値は次表のとおりである。 

  

２ 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、連結実質収支が黒字のため、前年度に続き算定されない。 

    なお、比率は次の算式による。 

 

 

 

    また、連結実質赤字比率算出のための数値は次表のとおりである。 

 
                     連結実質赤字額 

連結実質赤字比率（％）＝          × 100 
                     標準財政規模 
 
 

（単位：千円、％）

実質収支額 資金不足・剰余額

一 般 会 計 等 一般会計 2,101,439 －

国民健康保険特別会計 85,283 －

国民健康保険診療所特別会計 0 －

後期高齢者医療特別会計 89,126 －

自動車運送事業会計 － 511,369

水道事業会計 － 5,597,447

工業用水道事業会計 － 41,177

下水道事業会計 － 1,812,776

富士大和温泉病院事業会計 － 1,441,623

2,275,848 9,404,392

※｢－｣は、該当数値がないことを意味する。

※資金不足・剰余額の欄は、資金不足額が生じた場合は負の値、資金剰余額が生じた場

　合は正の値で表示している。

※資金不足額の算式については、P6に掲載している。

標準財政規模 55,093,331

連結実質赤字比率 －

会　計　名

一般会計等以外の特

別会計のうち公営企業

に係る特別会計以外

の会計

法 適 用 企 業

小計

連結実質収支額 11,680,240

（単位：千円、％）

区　分 金　額

歳入決算額 113,882,767

歳出決算額 110,932,344

翌年度へ繰り越すべき財源 848,984

実質収支額 2,101,439

標準財政規模 55,093,331

※｢－｣は、該当数値がないことを意味する。

実質赤字比率 －
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 ３ 実質公債費比率 

実質公債費比率は、2.0％で、前年度に比べ 0.3 ポイントの増加となったが、早期

健全化基準 25.0％を下回っている。 

    なお、比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 

①元利償還金（繰上償還等を除く。）  ③特定財源 

②準元利償還金           ④標準財政規模 

また、実質公債費比率算出のための数値は次表のとおりである。 

 

 
（①＋②） － （③＋①②に係る基準財政需要額算入額） 

単年度実質公債費比率 （％） ＝                                      × 100 
                           ④ － ①②に係る基準財政需要額算入額     
 
 

 
実質公債費比率（％）＝  直近 3 か年の単年度実質公債費比率の平均  

令和4年度 令和3年度 令和2年度

9,711,127 9,581,750 9,349,493

一般会計 9,711,127 9,581,750 9,349,493

1,565,368 1,567,065 1,551,996

国民健康保険特別会計 17,015 17,388 19,463

国民健康保険診療所特別会計 522 409 336

自動車運送事業会計 0 0 0

水道事業会計 5,450 16,063 12,586

工業用水道事業会計 3,039 2,875 2,854

下水道事業会計（公共） 669,414 606,297 534,397

下水道事業会計（特環） 86,265 104,580 209,778

下水道事業会計（農集） 145,401 158,543 186,715

下水道事業会計（浄化槽） 33,857 29,210 24,434

富士大和温泉病院事業会計 123,113 139,568 141,112

一部事務組合 455,723 455,986 368,954

公債費に準ずる債務負担行為額 25,569 36,146 51,367

947,644 957,609 948,174

国、県からの利子補給 0 0 0

貸付金の財源として発行した地方
債に係る貸付金の元利償還金

1,023 1,465 2,866

公営住宅使用料 288,671 308,398 285,903

都市計画事業の財源として発行され
た地方債償還額に充当した都市計
画税

657,950 647,746 659,405

その他 0 0 0

9,080,171 9,290,395 9,239,047

55,093,331 56,299,975 54,041,763

2.71375 1.91623 1.59425

（単位：千円、％）

①②に係る基準財政需要額算入額

標準財政規模④

単年度実質公債費比率

実質公債費比率（3か年平均） 2.0

区　分

元利償還金（一般会計等）①

※実質公債費比率は、単年度分は小数第6位四捨五入、3か年平均は小数第2位切捨てと
　なる。

特定財源③

準元利償還金②
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 ４ 将来負担比率 

    将来負担比率は、将来負担額に対して充当可能な財源等が上回っているため、前

年度に続き算定されない。 

なお、比率は次の算式による。 

 

 

 

 

①将来負担額    ④地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

②充当可能基金額  ⑤標準財政規模 

     ③特定財源見込額  ⑥元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

   また、将来負担比率算出のための数値は次表のとおりである。 

 

 

 

 
① －（②＋③＋④） 

将来負担比率（％） ＝               × 100 
                     ⑤ － ⑥ 
 
 

（単位：千円、％）

金額等

120,483,666

92,405,727

464,818

12,463,153

2,908,386

12,241,582

0

地方道路公社 0

土地開発公社 0

地方独立行政法人 0

第三セクター等 0

0

0

23,437,943

8,494,880

102,752,858

55,093,331

9,080,171

－

※｢－｣は、該当数値がないことを意味する。

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額⑥

将来負担比率

連結実質赤字額

組合等に対する連結実質赤字額負担見込額

充当可能基金額②

特定財源見込額③

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額④

標準財政規模⑤

区　分

将来負担額①

地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

公営企業債等繰入見込額

組合負担等見込額

退職手当負担見込額

設立法人の負債額等負担見込額
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令和４年度佐賀市公営企業会計決算に基づく資金不足比率審査意見 

 

第１ 審査の対象 

令和 4 年度 佐賀市自動車運送事業会計決算に基づく資金不足比率 

令和 4 年度 佐賀市水道事業会計決算に基づく資金不足比率 

令和 4 年度 佐賀市工業用水道事業会計決算に基づく資金不足比率 

令和 4 年度 佐賀市下水道事業会計決算に基づく資金不足比率 

令和 4 年度 佐賀市立富士大和温泉病院事業会計決算に基づく資金不足比率 

 

第２ 審査の期間 

令和 5 年 7 月 18 日から令和 5 年 8 月 17 日まで 

 

第３ 審査の方法 

資金不足比率の審査に当たっては、資金不足比率及びその算定基礎事項を記載し

た書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律及びその他の関係法令等に従

い適正に算定され、作成されているかについて、関係諸帳簿及び証拠書類の照合を行

い、関係者に説明を求めるとともに、決算審査の結果も考慮して審査を行った。 

 

第４ 審査の結果 

審査に付された資金不足比率及びその算定基礎事項を記載した書類は、いずれも

関係法令等に従い適正に算定され、作成されているものと認められた。 

（単位：％） 

会 計 名 資金不足比率  経営健全化基準  

自 動 車 運 送 事 業 会 計  － 

 20.0 

水 道 事 業 会 計  － 

工 業 用 水 道 事 業 会 計  － 

下 水 道 事 業 会 計   － 

富 士 大 和 温 泉 病 院 事 業 会 計   － 

※｢－｣は、該当数値がないことを意味する。  
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第５ 事業別の状況 

    資金不足比率は、各事業会計において資金不足は生じていないため、算定されな

い。 

なお、比率は次の算式による。 

 

 

 

 

①流動負債         ③流動資産        ⑤営業（医業）収益 

②特定の地方債の現在高   ④解消可能資金不足額   ⑥受託工事収益  

※「特定の地方債」とは、建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債である。 

 

また、資金不足比率算出のための各事業会計の数値は次表のとおりである。  

※「－｣は、該当数値がないことを意味する。  

※「控除企業債等」は、貸借対照表の流動負債に計上されている企業債及び他の会計からの長   

期借入金で建設改良費等に充てるためのもの。  

※「控除財源」は、現年度において執行すべき事業に係る支出予算のうち、次年度に繰り越し  

た事業の財源に充当することができる特定の収入で現年度に収入された部分に相当する額で

ある。  

 
               【資金不足額】（①＋②－③）－ ④ 

資金不足比率（％）＝                   × １００ 
               【事業の規模】   ⑤ － ⑥ 

（単位：千円、％）

自 動 車
運 送
事 業 会 計

水 道
事 業 会 計

工 業 用
水 道
事 業 会 計

下 水 道
事 業 会 計

富 士 大 和
温 泉 病 院
事 業 会 計

A 124,791 1,089,970 6,260 4,985,202 273,745

（控除企業債等） B 20,946 476,213 2,954 3,837,633 165,971

103,845 613,757 3,306 1,147,569 107,774

② 0 0 0 0 0

C 615,214 6,211,204 44,483 3,077,595 1,549,397

（ 控 除 財 源 ） D 0 0 0 117,250 0

615,214 6,211,204 44,483 2,960,345 1,549,397

④ 0 0 0 0 0

⑤ 661,251 3,868,226 3,864 3,695,718 1,139,707

⑥ 0 5,394 0 0 0

661,251 3,862,832 3,864 3,695,718 1,139,707

－ － － － －資 金 不 足 比 率

特 定 の 地 方 債
の 現 在 高

流 動 負 債

区　分

－－－－－
　　(①+②-③)-④

事 業 の 規 模

流 動 負 債 (B/S)

営業（医業）収益

A-B
①

C-D
　③

流 動 資 産

流 動 資 産 (B/S)

資 金 不 足 額

⑤-⑥

受 託 工 事 収 益

解 消 可 能 資 金
不 足 額
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      令和３年度決算による実質公債費比率と将来負担比率の他自治体との比較

  
■：県内の市  

  

○：九州・沖縄の県庁所在地（福岡市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市） 

□：佐賀市と人口規模が同規模の県庁所在地（徳島市、山形市、松江市、山口市）  

△：周辺都市（北九州市、久留米市、佐世保市）  

佐賀県

佐賀市

(R4)

佐賀市

(R3)

唐津市

鳥栖市 多久市

伊万里市

武雄市

鹿島市

小城市 嬉野市

神埼市

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15

将
来
負
担
比
率

実質公債費比率

県内各市

（％）

（％）

良

良

山形市

松江市山口市

北九州市

福岡市

久留米市

佐賀市(R3)

佐賀市(R4)

長崎市

佐世保市

熊本市

大分市

宮崎市
鹿児島市

那覇市徳島市

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15

将
来
負
担
比
率

実質公債費比率

県外

（％）

（％）

良

良

参考資料 
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用 語 の 解 説  

 

用 語 解 説 

実質赤字比率 普通会計の歳入決算額から歳出決算額を差し引き、さらに翌年度へ

繰り越すべき財源（未収入の特定財源を除く。）を控除したものを、

標準財政規模で除することにより算定する。 

なお、実質収支比率と同義である。 

連結実質赤字比率 実質赤字比率で捉える会計の範囲を、公営事業会計まで拡げたも

の。そのうち公営企業会計については、実質収支を資金不足・剰余額

として捉える。 

実質公債費比率  一般会計等が負担する地方債の元利償還金等の、標準財政規模に対

する割合を、過去 3 か年平均として算定したもの。 

計算上、分子となる元利償還金等からは、使途が特定されている都

市計画税などの特定財源及び元利償還等に係る交付税算入額が差し

引かれ、分母となる標準財政規模からも、元利償還等に係る交付税算

入額が差し引かれる。 

なお、この比率が 18％以上になると、地方債の発行に際し許可が

必要となる。さらに、25％以上になると地域活性化事業等の単独事業

に係る地方債が制限され、35％以上の団体は、これらに加えて一部の

一般公共事業債についても制限されることになる。 

将来負担比率  一般会計等が将来的に負うこととなる負担額の、標準財政規模に対

する割合。 

計算上、分子となる負担額の、当市における主なものは、地方債の

現在高、公営企業債等繰入見込額及び退職手当負担見込額である。 

また、分母となる標準財政規模からは、元利償還等に係る交付税算

入額が差し引かれる。 

早期健全化基準 地方公共団体の財政の健全性を計る基準のひとつで、上記 4 比率

のうち、ひとつでもこの基準を超えると「財政健全化団体」となり、

財政健全化計画を策定しなければならなくなる。 

標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の

規模を示す指標で、標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債

発行可能額を加算した額。 

法適用企業 公営企業会計において、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）

の全部又は財務規定を適用し、経理事務を企業会計方式で行っている

企業のこと。 

基準財政需要額 地方交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ

妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要

を一定の方法によって算定した額。 

特定財源 使途が特定されている財源。主なものとして、国庫支出金、県支出

金、地方債、負担金、使用料、手数料など。 

資金不足比率 一般会計等の実質赤字に相当するものとして捉えることができる

公営企業の資金不足額が、その事業規模に占める割合。 

経営健全化基準 早期健全化基準と同様、公営企業の資金不足比率がこの基準を超え

ると「経営健全化団体」となり、経営健全化計画を策定しなければな

らなくなる。 



 

 


